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日程第１ 議事録署名委員の指名 

これより、本日の会議に入ります。 

日程第１議事録署名委員の指名をします。本総会の議事録署名委員は、5 番、6

番にお願いいたします。 

  

日程第２ 議案第３号 農地法第３条の規定による許可申請について 

日程第２議案第３号農地法第３条の規定による許可申請について審議

に入ります。事務局より１番の朗読をお願いします。 

〈議案朗読〉 

本件担当の 8番より申請地及び申請人の状況について説明をお願いします。 

申請地は県道日高川越線の楡木のバス停を南側へ100ｍくらい進んだと

ころです。譲渡人は高齢のため農業ができず、また、後継者もいません。 

譲受人は専業農家であり、夫婦で農業を行っています。とうもろこしやた

まねぎなどを栽培、販売しているとのことです。 

質疑がありましたらお願いします。 

ありません。 

質疑なしと認めます。よって質疑を終結します。お諮りします。許可で異議ご

ざいませんか。 

異議なし。 

異議なしと認めます。本件は許可と決しました。 

 

日程第３ 議案第４号 農地法第５条の規定による許可申請について 

日程第３議案第４号農地法第５条の規定による許可申請について審議

に入ります。事務局より１番の朗読をお願いします。 

〈議案朗読〉 

6番より申請地の状況について説明をお願いします。 

申請地は、県道日高川島線に池乃端という飲食店の向かい側にある道を進んだ

ところに位置します。現況は作付けはされていないが、雑草が繁茂しないよう管

理されている状況でした。 

事務局より申請地の状況について説明をお願いします。 

当該申請は、農振農用地地域の除外から計画されているもので、平成 28 年の

５月に除外申請を行い、同年 12 月に除外認可を受け、今回の申請に至っていま 

す。譲受人は、現在借家で生活しておりますが、子供の成長に伴い生活スペース

に手狭となってきたことから、当該申請地に住宅を建築する計画を立てました。 

当該申請土地の選定については、譲受人の妻の父親が所有する土地で、父親が居

住する北平沢地内から離れていることで、耕作の有無や耕作条件等の優先順  

位等の理由から選定しています。申請地の農地区分は１種農地ですが、計画目的
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の必要性、土地の選定理由などから適正であると判断できるため、許可相当と考

えます。 

質疑がありましたらお願いします。 

ありません。 

質疑なしと認めます。よって質疑を終結します。お諮りします。許可相当で異

議ございませんか。 

異議なし。 

異議なしと認めます。本件は許可相当と決し、県知事に送付します。 

 

日程第４ 議案第５号 農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定によ

る農用地利用集積計画（案）の決定について 

日程第４議案第５号農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定による

農用地利用集積計画（案）の決定について審議に入ります。日高市農業委

員会会議規則第１０条（議事参与の制限）により１３番 森谷委員は退席

をお願いします。 

事務局より１番の朗読をお願いします。 

〈議案朗読〉 

事務局より申請地及び申請人の状況について説明をお願いします。 

申請人は、市から認定農業者として認定を受けており、年間の従事日数は３２

０日、主にトマト、イチゴなどを作物とする農業者です。 

申請地は、県道日高・川島線のコンビニローソンのある田波目交差点を南に進

み、駒寺野新田方面へ延びる市道を東に約１km 進んだ場所に位置します。現況 

は、農地としてきれいに管理されており、すぐに耕作が行える状況です。申請地

は、申請人の経営地である駒寺野新田地内に存在し、農地を集積して経営拡大を

目的としているものです。 

質疑がありましたらお願いします。 

ありません。 

質疑なしと認めます。よって質疑を終結します。お諮りします。原案のとおり

承認ということでよろしいでしょうか。 

異議なし。 

異議なしと認めます。本件は原案のとおり承認と決しました。（案）を消して

ください。１３番の入室をお願いします。 

 

日高市農業委員会会議規則第１０条（議事参与の制限）により７番は退

席をお願いします。２番３番は関連がございますので一括審議でよろしい

でしょうか。 

はい 

事務局より２番３番の朗読をお願いします。 

〈議案朗読〉 

事務局より申請地及び申請人の状況について説明をお願いします。 
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申請人は、市から認定農業者として認定を受けており、年間の従事日数は３２

０日、主にキャベツ、サツマイモ、ブロッコリーなどを作物とする農業者です。 

議案２の申請地は、こちらもたかはしたまごを基準とし、その南側のコンビニ

セーブオンのある交差点を東に約４５０ｍ進み、さえきファームの南東約２０ 

００ｍに位置します。現況は、農地としてきれいに管理されており、すぐに耕作

が行える状況です。議案３の申請地は、たかはしたまごを基準とし、そこから約

７００ｍ南に行ったサッカーグラウンドの西側に位置します。現況は、農地とし

てきれいに管理されており、すぐに耕作が行える状況です。いずれの申請地も申

請人の経営地である旭ヶ丘地内に存在し、農地を集積して経営拡大を目的として

いるものです。 

質疑がありましたらお願いします。 

ありません。 

質疑なしと認めます。よって質疑を終結します。お諮りします。原案のとおり

承認ということでよろしいでしょうか。 

異議なし。 

異議なしと認めます。本件は原案のとおり承認と決しました。（案）を消して

ください。７番の入室をお願いします。 

 

日程第５ 議案第６号 農業振興地域整備計画の変更について 

日程第５議案第６号農業振興地域整備計画の変更についてを議題とします。事

務局より説明をお願いします。 

 <資料に基づき説明> 

 お手元の資料をご覧いただき、質疑がございましたらお願いします。 

ありません。 

 質疑なしと認めますが、この件について、ご意見等がございましたら、３月３

日（金）までに、事務局に連絡してください。 

 

日程第６ 専決処分の報告について 

日程第６専決処分の報告について、質疑がありましたらお願いします。 

ありません。 

以上で総会を終了させていただきます。ありがとうございました。 

署    名 

 上記会議の次第は、農業委員会事務局が記載したものであるが、その内容が正確であることを証する

ため、ここに署名する。 

  議     長                               印 

 

  議 事 録 署 名 委 員                            印 

 

                                        印 


